
市有財産賃貸借契約書（案） 

 

 

貸付人 新潟市（以下「甲」という。）と借受人○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは，次

の条項により市有財産賃貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。 

２ 乙は，貸付物件が市有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければ

ならない。 

 

 （貸付物件） 

第２条 甲は，甲が所有する別紙に表示する財産（以下「貸付物件」という。）を乙に貸し付け，

乙はこれを借り受ける。 

 

 （使用目的） 

第３条 乙は，貸付物件を，広告付き案内地図設置等の用途に自ら供さなければならない。 

２ 乙は，前項の目的を変更しようとする場合は，書面により甲に申し出て，甲の承認を得なけ

ればならない。 

 

 （貸付期間） 

第４条 貸付期間は，令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする。 

 

（貸付料） 

第５条 貸付料は，令和  年  月  日から令和７年３月３１日までの期間については，次

に掲げるとおりとする。 

年次 期 間 貸付料の額 

第１年次 令和  年  月  日から令和 ７年 ３月３１日まで 円 

２ 前項の期間が満了した後にかかる貸付料は，甲の定める貸付料算定基準に基づき金額を改定

し，当該金額を改定する場合は，甲から乙へ通知するものとし，乙は，これに同意するものと

する。ただし，この金額が適用される期間は３年間とする。 

３ 前項に定める期間が満了した後の貸付料及び適用期間については，前項を準用する。 

 

（貸付料の納入） 

第６条 前条に定める貸付料は，当該年度分を当該年度の４月３０日までに甲の発行する納入通

知書により納入しなければならない（４月３０日が土・日・祝日の場合は翌開庁日とする。）。

ただし，令和  年  月  日から令和７年３月３１日までの貸付料については，甲の発行

する納入通知書の納入期限までに納入しなければならない。 

２ 前項の規定は，前条第２項（同条第３項の規定により準用する場合を含む。）の規定により

更新した貸付料の納付方法に準用する。 



 

（貸付料の改定） 

第６条の２ 甲は，貸付物件の価格が上昇し，貸付料が不相当になったときは，第５条の規定にかか

わらず，貸付料の増額を請求することができる。 

２ 甲は，前項に定める貸付料の改定のときは，納付金額及び納付期限を遅滞なく乙に通知するもの

とし，乙は，これに同意するものとする。 

 

 （概算納付） 

第６条の３ 第５条第１項に定める貸付料の適用期間が満了した後，同条第２項に定める貸付料が決

定していない場合には，乙は甲の通知に基づき前年度の貸付料をもって当該年次の貸付料の概算額

として，甲の定める納付期限までに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。 

２ 前項の規定に基づき貸付料の概算額を通知した場合において，決定した貸付料が概算額を超える

ときは，その不足する額を甲の発行する納入通知書により納入するものとし，また，概算額に満た

ない場合には，その超過した額を次回以降の貸付料から控除する。 

 

（光熱水費等の負担） 

第７条 使用財産に附帯する設備の使用に係る光熱水費等の実費について，甲の請求がある場合

は，甲の定める方法により当該実費を支払わなければならない。 

 

（遅延損害金） 

第８条 乙は，第５条及び第６条の３第１項による貸付料，第７条による光熱水費及び第１５条

による違約金を甲が定める納入期限までに納入しない場合には，納入期限の翌日から納入した

日までの期間について，新潟市公有財産規則（昭和５９年規則第１９号）で定める割合により

算定した遅延損害金を甲に支払わなければならない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第９条 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し又は乙が建設した建物その他の工

作物に賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。 

２ 乙は，甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡してはならない。 

 

（契約不適合の際の責任）                                 

第１０条 乙は，民法，商法及び本契約のその他の条項にかかわらず，貸付物件が種類，品質ま

たは数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として，履行の追完の請求，貸付料の減

免及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。 

 

 （使用上の制限） 

第１１条 乙は，貸付物件の形質変更又は当該物件上に所在する建物その他の工作物等の現状を

変更しようとするときは，事前に書面をもって甲に申請し，甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は，前項に定める申請があったときは，その可否を書面により乙に通知するものとする。 

 

（物件保全義務等） 



第１２条 乙は，善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全につとめなければなら

ない。 

２ 乙は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その

賠償の責任を負うものとし，甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には，乙に求償する

ことができるものとする。 

 

 （実地調査等） 

第１３条 甲は，甲が必要と定めるとき，乙に対し必要な事項を実地調査し，又は参考となるべ

き資料その他の報告を求めることができる。この場合において，乙は調査等を拒み，妨げ又は

怠ってはならない。 

 

 （貸付物件の引渡し） 

第１４条 甲は，第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

 

 （違約金） 

第１５条 乙は，第４条に定める貸付期間中に，次の各号に定める事由が生じたときは，それぞ

れ当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。 

 ⑴ 第３条又は第９条に定める義務に違反又は第１６条の２に該当した場合は，金○○○○円 

   （貸付料年額の３倍相当の額） 

 ⑵ 第１１条第１項又は第１３条に定める義務に違反した場合は，金○○○○円（貸付料年額

相当の額） 

２ 乙が，第５条第１項に定める期間を経過した後においてこの契約に違反した場合の違約金は，

第５条第２項又は第３項の期間について甲の定める基準により算定した金額に基づき算出し

た金額とする。 

３ 前２項に定める違約金は，第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

 （契約解除） 

第１６条 甲は，次の各号の一に該当する場合は，この契約を解除することができる。 

⑴ 甲又は他の公共団体において，貸付物件を公用又は公共の用に供するため必要とする場合 

⑵ 乙がこの契約に定める条項に違反した場合 

 

（暴力団排除措置による契約解除） 

第１６条の２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，催告を要することなく契約を

解除することができる。この場合において，解除により乙に損害があっても，甲はその損害の

賠償の責任を負わないものとする。 

⑴ 暴力団又は暴力団員（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）第２条第

２号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員をいう。（以下「暴力団員等」と

いう以下この項において同じ。））であると認められる場合 

⑵ 役員等（乙が個人である場合にはその者を，乙が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい，法人以外の団体で

ある場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この項において



同じ。） が暴力団員等であると認められる場合 

⑶ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合 

⑷ 役員等が自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもつて暴力団員等を利用したと認められる場合 

⑸ 役員等が，暴力団員等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴

力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

⑹ 役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる場合 

 

 （貸付物件の返還） 

第１７条 乙は，第４条に定める貸付期間が満了したとき又は前２条の規定により契約が解除さ

れたときは，自己の負担において貸付物件を原状に回復し，甲の指定する期日までに返還しな

ければならない。ただし，甲が必要ないと認めたときはこの限りでない。 

２ 乙が，前項に定める措置を履行しない場合において甲がこれを執行したときは，それに要し

た経費は，すべて乙が支弁するものとする。 

 

 （貸付料の精算） 

第１８条 甲は，第１６条又は第１６条の２の定めにより契約が解除された場合には，既納の貸

付料を日割で精算し，未経過期間にかかる貸付料を乙に還付するものとする。 

 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第１９条 乙は第４条に定める貸付期間が満了し，契約が更新されないとき又は第１６条若しく

は第１６条の２の規定により契約が解除された場合において，貸付物件を返還しようとすると

きは，乙が支出した必要経費又は有益費等があってもその償還等の請求をすることができない

ものとする。 

 

 （損害賠償） 

第２０条 乙が，この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは，その損害を

賠償しなければならない。 

  

（契約の費用） 

第２１条 この契約の締結に要する費用は，乙の負担とする。 

 

 （特約又は特例等の措置） 

第２２条 この契約についての特約又は特例その他必要な事項については，本契約書別紙及び本

貸付契約に関連し別途締結する協定書により定める。 

 

下記枠内から選択する 

①連帯保証人が個人

の場合 

（連帯保証契約） 

第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を

極度額○○○○円の範囲内で連帯して保証する。 

②連帯保証人が法人 （連帯保証契約） 



の場合 第２３条 連帯保証人は，甲に対し，乙が本契約上負担する一切の債務を

連帯して保証する。 

 

 （協議） 

第２４条 この契約に定めのない事項について問題が生じたとき，又はこの契約条項の解釈につ

いて疑義が生じたときは，甲乙協議のうえ解決するものとする。 

 

 （裁判管轄） 

第２５条 本契約に関する訴えの管轄は，新潟市を管轄区域とする新潟地方裁判所とする。 

 

 

この契約を証するため本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

  令和 年  月  日 

 

 

 

貸付人   （甲）  新潟市中央区学校町通一番町６０２番地１ 

           新 潟 市 

新潟市長  中 原 八 一 

 

借受人   （乙）   

            

            

 

連帯保証人       

            

            



別紙 

第２条の規定による貸付物件の表示 

 

建物 

物件の所在 構造 使用場所 使用床面積 

新潟市西区寺尾東３丁目１４番４１号 鉄骨造 風除室 ㎡ 

 

 

第２２条の規定による特約または特例等の事項 

⑴ 設置物に起因して，貸付財産の全部又は一部を滅失，毀損したとき，又は第三者に損害を

与えたときは，その損害を賠償しなければならないものとする。 

⑵ 設置物の盗難・破損等に対し，市は一切の責任を負わないものとする。 

⑶ 連帯保証人に変更が生じた場合は，速やかに甲に届け出ること。 

 

 


